
○富山市駐車場条例 

平成１７年４月１日 

富山市条例第１３１号 

改正 平成１７年９月３０日富山市条例第３１７号 

平成２２年９月２８日富山市条例第４７号 

平成２６年３月２８日富山市条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に基づき、

富山市が設置する駐車場の設置及び管理について必要な事項を定める

ものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

富山市営城址公園駐車場 富山市本丸１番４２号 

富山市営桜町駐車場 富山市桜町二丁目１番１号 

富山市営総曲輪駐車場 富山市総曲輪二丁目８番３号 

富山市営富山駅北駐車場 富山市牛島町２４番２号 

（指定管理者による管理） 

第２条の２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）に駐車場の管理を行わせるも

のとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第２条の３ 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次

のとおりとする。 

(1) 駐車場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

(2) 駐車場の駐車料金（以下「料金」という。）の徴収に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要と認



める業務 

（供用時間） 

第３条 駐車場の供用時間は、午前０時から午後１２時までとする。た

だし、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する乗

車定員が３０人以上の大型自動車及び乗車定員が１１人以上の中型自

動車（富山市営総曲輪駐車場及び富山市営富山駅北駐車場の利用に限

る。以下これらを「バス」という。）の入場及び出場の取扱時間は、

午前８時から午後１１時までとする。 

２ 指定管理者は、駐車場の整備その他管理上必要があると認めるとき

は、市長の承認を得て、前項ただし書に定める入場及び出場の取扱時

間を臨時に変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の使用を休止する

ことができる。 

（駐車料金） 

第４条 料金の額は、別表に定めるところにより算定した額（回数駐車

券料金及びパーキングカード料金以外のものにあっては、この額に１

００分の１０８を乗じて得た額）とする。この場合において、当該料

金の額に５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１

０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。 

（駐車券の発行） 

第５条 指定管理者は、駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）

の利便を図るため、次の駐車券を発行する。ただし、定期駐車券につ

いては、駐車場の利用状況等を勘案し、その発行を制限することがで

きる。 

(1) 回数駐車券 

(2) 定期駐車券 

(3) パーキングカード 

２ 定期駐車券の種類は、次のとおりとする。 

種別 駐車できる時間 



全日券 午前０時から午後１２時まで 

昼間券 午前８時から午後７時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。 

夜間券 午後６時から翌日の午前８時３０分まで 

（料金の徴収） 

第６条 料金は、利用者から自動車を出場させるときに徴収する。ただ

し、回数駐車券、定期駐車券又はパーキングカードによる場合は、こ

れを発行するときに徴収する。 

（料金の減免） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減免す

ることができる。 

(1) 道路交通法第３９条第１項に規定する緊急自動車を駐車させる

とき。 

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自

動車を駐車させるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた自動車を駐車さ

せるとき。 

（料金の還付） 

第８条 既納の料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 第３条第２項の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止

したとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

（車両の制限） 

第９条 駐車場を利用することができる自動車の種類は、道路交通法第

３条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車（以

下「普通自動車等」という。）並びにバスで、規則で定める大きさの



ものとする。 

（駐車の拒否） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否

することができる。 

(1) 引火性、発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。 

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれ

のあるとき。 

（禁止行為） 

第１１条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。 

(2) 駐車場の施設を汚損すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれ

のある行為をすること。 

（損害賠償） 

第１２条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設をき損し、又は

滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（過料） 

第１３条 市長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、そ

の徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額

が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）の前日ま



でに、合併前の富山市駐車場条例（昭和４６年富山市条例第１５号。

次項において「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお

合併前の条例の例による。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市条例第３１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市

駐車場条例第５条第１項の規定により発行された駐車券は、この条例

による改正後の富山市駐車場条例第５条第１項の規定により発行され

た駐車券とみなす。 

附 則（平成２２年９月２８日富山市条例第４７号） 

この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。ただし、第３条第

１項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日富山市条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（富山市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日前に駐車場に入場し、施行日以後引き続いて駐車している自

動車に係る駐車料金の額については、なお従前の例による。 

別表（第４条関係） 

１ 普通駐車料金 

区分 種別 単位 金額（円）

普通自動車等 基本料金 入場した時から１時

間までにつき １台 

３００



加

算

料

金

午前８時から午

後１１時まで 

入場した時から１時

間を超える時間３０

分までごとにつき 

１台 

１００

午後１１時から

翌日の午前８時

まで 

入場した時から１時

間を超える時間１時

間までごとにつき 

１台 

１００

バス 基本料金 入場した時から１時

間まで（入場した時か

ら午後１１時までの

時間が１時間に満た

ないときは、午後１１

時まで）につき １台

１，０００

加

算

料

金

午前８時から午

後１１時まで 

入場した時から１時

間を超える時間３０

分までごとにつき 

１台 

３００

午後１１時から

翌日の午前８時

まで 

１台 １，５００

備考 バスの午前８時から午後１１時までの加算料金の額は、入場か

ら出場までの間１日につき２，５００円を限度とする。 

２ 回数駐車券料金 

種別 単位 金額（円） 

３２０円券 １１枚つづり ３，２００

１１０円券 １，１００

３ 定期駐車券料金 



種別 単位 金額（円） 

全日券 １月につき１台 １５，０００

昼間券 １２，０００

夜間券 ９，０００

４ パーキングカード料金 

種別 単位 金額（円） 

３，３００円相当

券 

１枚につき ３，０００

５，５００円相当

券 

５，０００


